
　
　
　
　
　
　
金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
　
田
　
　
俊
　
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

　
維
新
政
府
が
産
業
発
展
を
は
が
る
た
め
に
、
生
産
資
金
の
供
給
を
企
て
、
明
治
元
年
関
四
月
に
、
太
政
官
札
（
金
札
）
を
発
行
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
太
政
官
札
を
一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
、
商
品
流
通
機
構
の
拡
大
発
展
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
太
政
官
札
の
価
値
の
安
定
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
太
政
官
札
発
行
計
画

の
時
に
は
、
そ
の
基
礎
を
当
時
の
米
穀
生
産
量
に
お
き
、
そ
の
生
産
量
三
千
万
石
、
一
石
一
両
と
評
価
し
て
、
金
札
発
行
限
度
を
三

千
万
両
と
計
算
し
た
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
の
主
要
財
貨
の
生
産
量
に
も
と
づ
い
て
、
金
札
発
行
量
の
限
界
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
太
政
官
札
が
商
品
流
通
の
媒
介
手
段
と
し
て
、
購
買
力
の
安
定
を
確
保
す
る
も
の
と
考
え
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
幕
府
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
商
品
流
通
機
構
の
混
乱
と
、
維
新
政
府
の
政
治
権
力
の
未
確
立
は
、
政
府
紙
幣
で
あ

る
太
政
官
札
の
流
通
を
大
き
く
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
維
新
草
創
期
に
お
け
る
徴
税
組
織
の
破
壊
に
よ
っ
て
、
維
新

政
府
は
財
政
困
窮
に
陥
り
、
財
政
資
金
の
源
泉
を
紙
幣
発
行
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
第
一
期
（
慶
応
三
年
十
二
月
ｌ

明
治
元
年
十
二
月
）
決
算
報
告
も
示
す
よ
う
に
、
歳
入
合
計
三
千
三
百
余
万
円
の
内
、
太
政
官
札
発
行
高
二
千
四
百
余
万
円
で
あ
り

　
　
　
　
　
金
札
流
通
状
況
の
探
索
書
に
つ
い
て
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そ
の
内
金
札
発
行
目
的
に
し
た
が
っ
て
産
業
資
金
と
し
て
融
資
さ
れ
た
も
の
は
、
石
高
割
貸
付
金
九
百
十
四
万
円
余
、
勧
業
貸
付
金

九
百
一
万
円
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
第
二
期
（
明
治
二
年
一
月
ｌ
九
月
）
決
算
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
歳
入
合
計
三
千
四
百
余

万
円
の
内
、
太
政
官
札
発
行
高
二
千
三
百
九
十
余
万
円
で
あ
り
、
こ
の
内
石
高
割
貸
付
金
三
百
五
十
八
万
円
余
、
勧
業
貸
付
金
九
十

一
万
円
余
が
融
資
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
明
治
二
年
五
月
二
十
八
日
、
政
府
が
太
政
宿
札
の
発
行
総
額
を
三
千
二
百
五
十
万
両
に
限
定
す
る
こ
と
を
布
告
し
た
時
に
も
、
そ

の
発
行
額
の
内
、
石
高
割
貸
付
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
は
千
三
百
万
両
余
で
あ
っ
て
、
千
四
百
五
十
万
爾
余
は
元
年
夏
以
米
政
府
費
用

と
し
て
支
出
し
た
こ
と
を
発
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
残
額
五
百
万
両
は
納
税
期
ま
で
の
政
府
費
用
の
た
め
に
繰
替
支
出
に
流
用
す
る

も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
布
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
二
年
七
月
に
は
太
政
官
札
発
行
額
四
千
八
百
万
両
に
達
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
太
政
官
札
は
、
生
産
資
金
供
給
の
手
段
と
し
て
発
行
さ
れ
る
は
ず
の
当
初
の
目
的
を
逸

脱
し
て
、
歳
入
不
足
を
填
補
す
る
手
段
と
し
て
政
府
に
よ
っ
て
最
も
安
易
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
米
穀
生
産
量
の
裏
付
け
に

よ
る
紙
幣
発
行
額
管
理
の
方
式
は
考
慮
の
外
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
商
品
流
通
体
系
と
無
関
係
に
発
行

さ
れ
る
政
府
紙
幣
で
あ
り
、
し
か
も
紙
幣
発
行
者
で
あ
る
維
新
政
府
の
政
治
権
力
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
結
果
、
当
然

太
政
官
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
が
確
固
た
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
太
政
宿
札
の
流
通
性
は
局
限

さ
れ
、
そ
の
価
値
は
低
下
す
る
外
は
な
か
っ
た
。
そ
の
減
価
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
詳
細
な
数
字
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
そ
の
概
況
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
紙
幣
整
理
始
末
」
に
よ
る
と
、
発
行
当
初
、
三
府
に
お
い
て
金
札
は
正
貨
に
対
し
て
六
割
余
の
下
落
と
な
り
、
他
の
地
方
に
あ

っ
て
は
全
く
流
通
し
な
か
っ
た
と
、
非
常
な
紙
幣
減
価
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
「
貨
政
考
要
」
も
紙
幣
を
受
領
す
る
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者
は
、
こ
れ
を
両
替
店
に
て
多
額
の
打
賃
を
支
払
っ
て
正
金
に
引
替
え
、
始
め
て
日
常
の
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
当
時
紙
幣
流
通
の
困
難
が
少
い
と
い
わ
れ
て
い
た
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三
都
に
お
い
て
す
ら
、
紙
幣
百
両
を
も

っ
て
僅
に
正
金
四
拾
両
に
交
換
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
、
紙
幣
価
値
が
六
割
も
の
減
価
を
示
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
太
政
官
札
の
減
価
は
価
格
体
系
を
破
壊
し
、
維
新
政
府
の
目
指
す
殖
産
興
業
政
策
に
対
し
て
大
き
な
障
害
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

太
政
官
札
の
購
買
力
確
保
の
た
め
に
、
政
府
は
貨
幣
の
根
本
問
題
に
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
財
政
基
礎
の
脆
弱
な
維
新
政

府
に
と
っ
て
は
、
経
済
発
展
の
た
め
の
資
金
融
資
に
も
、
ま
た
政
府
費
用
の
支
出
に
も
、
政
府
紙
幣
発
行
に
依
存
す
る
外
は
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
二
年
五
月
二
十
八
日
の
布
告
に
至
る
ま
で
の
政
策
の
ほ
と
ん
ど
が
政
治
的
権
力
に
よ
る
強
制
流
通
政
策
で

あ
っ
た
。

　
太
政
官
札
の
強
制
流
通
を
命
ず
る
布
告
は
、
次
の
よ
う
に
繰
返
し
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
元
年
六
月
、
太
政
官
札
と
正
貨
の
交
換
に
打
歩
を
附
す
る
も
の
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
布
告
。

　
九
月
二
十
三
日
、
租
税
金
納
分
お
よ
び
諸
上
納
金
す
べ
て
金
札
に
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
布
告
。

　
十
月
七
日
、
官
札
流
通
に
対
し
防
害
的
行
為
あ
る
も
の
は
、
各
府
県
に
て
逮
捕
取
調
る
べ
き
こ
と
を
布
告
。

　
十
二
月
四
日
、
太
政
官
札
が
市
中
相
場
に
し
た
が
っ
て
、
減
価
の
ま
ま
流
通
す
る
こ
と
を
公
許
。

　
十
二
月
二
十
四
日
、
租
税
そ
の
他
諸
上
納
金
は
、
正
金
百
両
に
対
し
て
、
紙
幣
百
二
十
両
の
定
率
に
よ
っ
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を

　
通
達
。

　
明
治
二
年
一
月
二
十
四
日
、
市
中
に
お
い
て
は
、
金
札
は
日
々
の
立
相
場
を
も
っ
て
流
通
す
べ
き
こ
と
を
再
布
告
。

　
二
月
十
二
日
、
政
府
よ
り
の
支
出
は
以
後
正
貨
を
用
い
ず
、
す
べ
て
紙
幣
に
よ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ら
諸
支
払
は
、
一
ヶ
月
十
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日
平
均
の
相
場
を
も
っ
て
行
う
こ
と
を
布
告
。

　
三
月
、
諸
官
府
県
に
お
い
て
も
諸
支
払
す
べ
て
紙
幣
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
を
通
達
。

　
四
月
八
日
、
三
月
の
通
達
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
諸
官
庁
に
厳
達
。

　
四
月
、
諸
商
人
に
対
し
、
商
品
の
仕
入
売
買
に
も
金
札
の
時
価
に
よ
っ
て
取
引
し
、
正
金
を
使
用
せ
ざ
る
よ
う
諭
告
。

　
右
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
太
政
官
札
に
対
し
て
、
当
初
は
そ
の
価
値
の
維
持
を
、
刑
罰
主
義
を
も
っ
て
強
行
す
る
方
策
を
と
っ
て

い
た
が
、
元
年
十
二
月
以
後
は
、
金
札
購
買
力
の
低
下
を
公
認
し
て
、
そ
の
流
通
性
の
拡
大
を
は
か
る
方
策
に
転
じ
た
。
そ
れ
と
と

も
に
ヽ
正
貨
に
よ
る
取
引
お
よ
び
紙
幣
と
正
貨
の
交
換
を
禁
止
し
て
、
紙
幣
本
位
と
も
い
う
べ
き
貨
幣
制
度
の
成
立
を
計
る
か
の
如

き
政
策
が
と
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
太
政
官
札
の
市
中
相
場
が
公
認
さ
れ
た
時
に
お
け
る
紙
幣
減
価
の
状
態
は
、
東
京
両
替

商
に
よ
る
立
相
場
と
思
わ
れ
る
（
辰
十
二
月
ょ
り
巳
ノ
二
月
迄
）
「
相
場
書
調
帳
」
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
月
平
均
は
、
元
年
十
二
月
四
三
・
四
九
匁
、
二
年
一
月
四
二
・
八
二
匁
、
二
月
四
一
・
一
五
匁
で
あ
り
、
正
貨
百
両
の
紙
幣
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価
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
七
両
三
分
、
百
四
十
両
二
朱
、
百
四
十
五
両
三
分
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
金
札
の
価
値
が
正
貨
に
対
し
て

四
割
前
後
下
落
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
発
行
当
初
の
六
割
の
減
価
に
比
較
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
稍
そ
の
価
値
を
回
復
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
維
新
政
府
が
そ
の
金
札
流
通
強
制
策
を
廃
し
て
、
経
済
流
通
に
順
応
し
た
金
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
に
任
せ
た
効
果

を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
年
十
二
月
二
十
四
日
の
通
達
に
あ
る
正
貨
百
両
紙
幣
百
二
十
両
の
公

定
比
率
は
、
紙
幣
を
市
中
相
場
よ
り
高
く
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
紙
幣
の
流
通
性
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
二
年
二
月
十
二
日
の

布
告
に
あ
る
よ
う
に
、
一
ヶ
月
十
日
の
平
均
相
場
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
金
札

の
購
買
力
は
、
全
く
そ
れ
に
対
す
る
経
済
社
会
の
信
認
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
に
任
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
太
政
官
札
の
時
価
流
通
を
公
認
し
、
正
貨
流
通
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
政
府
の
貨
幣
制
度
に
す
る
政
策
は
、
紙
幣
本
位
制
度
に
移

行
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
一
方
に
お
い
て
政
府
は
、
二
年
二
月
五
日
造
幣
局
を
設
置
し
て
、
金
属
主
義
に
も
と
づ
く

本
位
制
度
整
備
の
方
策
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
月
十
二
日
以
後
の
布
告
に
よ
っ
て
正
貨
支
払
を
禁
止
す
る
に
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至
っ
た
こ
と
は
、
財
政
資
金
の
欠
乏
を
補
う
た
め
に
政
府
紙
幣
の
発
行
を
継
続
し
つ
つ
、
そ
の
購
買
力
の
低
下
の
ま
ま
紙
幣
流
通
を

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
一
応
経
済
循
環
を
支
え
て
、
新
貨
幣
鋳
造
に
よ
る
価
値
単
位
の
安
定
を
得
る
ま
で
の
準
備
過
程
と
し
よ
う
と

し
た
、
過
渡
的
措
置
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
太
政
官
札
の
時
価
通
用
の
公
認
は
、
か
え
っ
て
価
格
体
系
の
混
乱
を
招
き
、
経
済
流
通
の
障
害
と
な
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
四
月
二
十
九
日
に
は
、
将
来
紙
幣
を
新
貨
幣
と
引
替
え
る
方
法
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
再
び
紙

幣
の
時
価
通
用
を
禁
止
し
、
紙
幣
に
相
場
を
立
て
る
者
は
厳
罰
に
処
す
る
旨
を
布
告
す
る
に
至
っ
た
。
五
月
二
日
に
は
、
太
政
官
札

と
当
時
流
通
の
正
貨
と
の
交
換
を
厳
禁
す
る
こ
と
を
布
告
し
、
さ
ら
に
正
金
紙
幣
と
も
に
太
政
官
よ
り
発
行
す
る
通
貨
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
差
別
な
く
全
国
的
に
商
品
流
通
の
媒
介
手
段
と
し
て
の
職
能
を
果
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
以
後
太
政
官
札
の
名
称
を

用
い
る
こ
と
を
禁
じ
、
金
札
と
称
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。

　
次
い
で
五
月
四
日
、
租
税
、
諸
上
納
金
納
の
分
は
す
べ
て
金
札
を
も
っ
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
通
達
。

　
五
月
九
日
、
金
札
正
金
同
価
に
通
用
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
違
反
者
は
厳
重
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
各
府
藩
県
に
通
達
。

　
五
月
二
十
八
日
、
国
力
不
相
応
に
金
札
を
発
行
す
る
時
は
、
新
貨
幣
と
交
換
の
方
途
も
立
ち
難
い
と
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
発
行

限
度
三
千
二
百
五
十
万
両
と
定
め
、
明
治
五
年
ま
で
の
間
に
新
貨
幣
に
交
換
す
べ
き
こ
と
を
布
告
し
、
さ
ら
に
別
紙
掟
書
に
よ
っ

て
、
正
金
と
金
札
の
引
替
に
打
歩
を
取
る
者
に
は
罰
金
を
課
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
の
掟
書
に
、
金
札
を
嫌
い
融
通
を
妨
げ
る

者
を
役
筋
の
者
が
広
く
吟
味
探
索
に
努
め
る
こ
と
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。
二
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
こ
の
探
索
の
結
果
に
つ
い
て
の

報
告
書
類
が
七
点
、
大
隈
文
書
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
金
札
の
流
通
状
況
を
知
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
筆
者
が
企
図
し
て
い
る
太
政
官
札
の
研
究
を
進
め
て
行
く
過
程
と
し
て
、
こ
こ
に
明
治
二
年
六
月
の
甲
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州
街
道
筋
を
中
心
と
す
る
各
地
方
金
札
流
通
状
況
探
索
書
に
も
と
づ
い
て
、
国
家
法
制
の
創
造
で
あ
る
政
府
紙
幣
の
流
通
が
、
政
治

的
権
力
の
浸
透
と
既
存
の
商
品
流
通
体
系
と
に
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
い
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

　
貨
幣
が
交
換
媒
介
手
段
と
し
て
社
会
的
流
通
性
を
確
保
す
る
要
件
は
、
貨
幣
の
生
成
的
過
程
に
お
い
て
は
、
商
品
貨
幣
の
本
質
を

脱
却
し
切
れ
な
い
段
階
に
あ
る
限
り
、
そ
の
素
材
的
実
質
価
値
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
貨
幣
が
具
体
的
素

材
価
値
を
は
な
れ
、
そ
の
名
目
価
値
に
し
た
が
っ
て
流
通
す
べ
き
抽
象
的
表
券
的
支
払
手
段
の
形
態
を
と
る
に
至
っ
た
場
合
、
そ
れ

が
」
般
的
流
通
手
段
と
な
り
得
る
要
件
、
す
な
わ
ち
政
府
紙
幣
、
不
換
銀
行
券
等
の
形
態
を
も
つ
支
払
手
段
が
通
貨
と
し
て
流
通
す

る
根
拠
は
何
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ク
ナ
ッ
プ
の
い
う
よ
う
に
、
貨
幣
創
造
の
根
拠
を
国
家
の
法
律
制
度
に
あ
る
と
見
る
こ
と
も
、
通
貨
流
通
の
要
件
の
一
部
を
説
明

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
国
家
の
政
治
的
権
力
が
貨
幣
を
法
制
的
に
決
定
し
た
と
し
て
も
、
経
済
社
会
が
そ
れ
を
一

般
的
流
通
手
段
と
し
て
受
入
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
経
験
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
国
家
法

制
の
創
造
す
る
表
券
的
支
払
手
段
が
、
一
般
的
流
通
性
を
獲
得
す
る
根
拠
は
、
そ
の
貨
幣
創
造
者
た
る
国
家
の
政
治
的
権
力
に
対
す

る
社
会
的
信
頼
、
し
た
が
っ
て
国
家
的
秩
序
と
し
て
の
貨
幣
制
度
に
対
す
る
国
民
的
信
認
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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政
治
的
権
力
の
確
立
、
貨
幣
制
度
の
整
備
が
、
素
材
価
値
を
超
越
し
た
通
貨
を
し
て
、
そ
の
名
目
価
値
に
し
た
が
っ
て
、
経
済
的

流
通
の
媒
介
を
行
わ
し
め
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
そ
の
通
貨
に
一
般
的
流
通
の
手
段
と
し
て
の
職
能
を
十
分
に
果
さ
し
め
る

に
は
、
通
貨
追
出
者
に
対
す
る
社
会
的
信
認
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
混
乱
的
要
因
を
ふ
く
む
国
家
的
秩
序
の
段
階
に
お
い
て
、
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
る
通
貨
が
、
経
済
社
会
に
お
い
て
十

分
な
信
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
完
全
な
流
通
手
段
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
は
、
明
治
初
期
に
お
い
て
、
維
新
政
府
に
よ

っ
て
造
出
さ
れ
た
表
券
的
支
払
手
段
で
あ
る
大
政
官
札
の
流
通
状
況
に
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
太
政
官
札
が
一
般
的

流
通
性
を
確
保
し
得
な
い
で
、
不
完
全
な
限
定
的
流
通
手
段
と
し
て
の
み
、
経
済
社
会
に
お
い
て
容
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
状

況
を
、
明
治
二
年
六
月
の
太
政
官
札
流
通
探
索
書
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
探
索
書
の
作
成
者
が
金
札
流
通
状
況
調
査
の
対
象
と
し
た
地
域
は
、
甲
州
街
道
の
主
要
宿
駅
八
王
子

を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
辺
お
よ
び
裏
街
道
に
あ
た
る
青
梅
に
至
る
間
の
村
々
、
さ
ら
に
秩
父
街
道
の
大
邑
飯
能
と
そ
の
附
近
で
あ

っ
て
、
大
体
東
京
の
西
北
地
域
の
主
要
地
点
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
八
王
子
宿
、
五
日
市
村
、
直
竹
村
、
青
梅
町
、
飯
能

村
、
扇
町
谷
村
、
所
沢
村
、
田
無
村
、
布
田
五
宿
、
府
中
宿
、
日
野
宿
、
拝
島
村
、
熊
川
村
、
福
生
村
、
羽
村
、
中
野
村
、
柏
木
淀

橋
町
、
成
子
町
、
角
筈
村
、
幡
ケ
谷
村
、
佐
々
木
村
等
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
探
索
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の

概
況
が
、
報
告
書
の
前
文
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
東
京
の
西
北
地
域
に
お
け
る
、
太
政
官
札
の
流
通
状
況
を
概

観
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
部
分
の
全
文
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
（
但
し
解
読
を
容
易
に
す
る
た

め
に
、
句
読
点
を
附
し
た
。
）

　
　
　
「
金
札
通
用
方
の
儀
、
道
中
筋
宿
々
等
は
別
段
差
滞
も
不
相
聞
、
別
て
八
王
子
宿
は
市
場
に
て
、
東
京
取
引
多
く
、
夫
故
猶
更
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金
札
融
通
宜
敷
趣
に
相
聞
、
其
余
青
梅
、
飯
能
、
扇
町
谷
、
所
沢
等
の
市
場
と
て
も
、
通
用
方
是
以
差
支
は
無
之
候
得
共
、
米

　
穀
仕
入
方
金
札
に
て
は
不
通
用
の
次
第
有
之
、
八
王
子
宿
は
右
取
締
方
相
付
候
得
共
、
其
余
の
市
場
は
川
越
又
は
前
橋
松
山
よ
り

　
米
穀
附
送
候
儀
の
処
、
右
傾
主
に
お
い
て
は
金
札
通
用
一
ト
通
触
達
有
之
候
迄
に
て
、
別
段
の
請
世
話
加
之
候
故
、
兎
角
金
札
取

　
引
を
嫌
ひ
、
自
然
荷
出
し
方
差
支
、
第
一
青
梅
飯
能
扇
町
谷
所
沢
等
は
唐
糸
の
売
買
悉
差
支
、
其
訳
は
横
浜
表
外
国
人
方
に
て
更

　
に
金
札
を
受
不
申
由
、
夫
故
同
所
問
屋
共
は
勿
論
、
東
京
糸
問
屋
共
に
お
ゐ
て
も
金
札
に
て
は
取
引
不
致
に
付
、
市
場
糸
商
人
共

　
儀
聊
申
分
け
迄
に
纔
の
糸
を
売
捌
、
渡
世
休
同
様
に
成
行
居
候
間
、
山
方
よ
り
嶋
反
物
又
は
生
糸
蚕
繭
等
市
場
え
特
出
売
渡
候
て

　
も
、
金
札
に
て
は
糸
仕
入
方
出
来
不
申
、
右
等
よ
り
品
物
払
底
に
相
成
、
当
時
の
風
儀
何
れ
も
北
上
の
模
様
を
量
居
、
米
穀
其
外

　
織
物
類
等
に
至
迄
も
兎
角
売
出
し
方
控
目
の
様
子
に
相
見
へ
、
金
社
通
用
差
滞
候
と
申
筋
に
は
無
之
候
得
共
、
自
然
融
通
方
不

　
宜
、
勿
論
神
奈
川
県
別
て
品
川
県
は
再
応
金
礼
遇
用
方
触
達
も
有
之
、
其
上
時
々
出
役
廻
在
厳
重
取
締
方
中
渡
世
話
方
有
之
候
へ

　
共
、
前
条
の
通
、
前
橋
領
、
川
越
領
并
に
一
橋
領
韮
山
県
等
は
一
ト
通
触
達
有
之
候
迄
に
て
、
別
段
の
諸
世
話
無
之
趣
に
相
聞
、

　
別
て
前
橋
領
は
同
家
蔵
米
払
代
金
迄
も
金
札
納
差
滞
候
に
付
、
兎
角
一
般
に
未
た
通
用
方
相
開
け
不
申
場
所
も
有
之
、
右
に
付
密

　
に
探
索
仕
候
市
場
盛
湯
具
外
場
所
々
々
の
模
様
廉
書
以
左
に
書
上
申
候
」

　
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
金
札
流
通
状
況
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　
一
、
旧
幕
府
領
品
川
県
、
神
奈
川
県
の
支
配
所
、
特
に
街
道
筋
の
商
品
市
場
に
お
い
て
は
、
新
政
府
の
政
令
が
比
較
的
徹
底
し

て
、
金
札
流
通
状
況
は
良
好
で
あ
る
が
、
旧
藩
に
お
い
て
は
、
新
政
府
の
布
告
も
十
分
に
令
達
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
金
札
の
完
全

な
流
通
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
維
新
政
府
の
政
治
的
権
力
の
浸
透
度
の
強
弱
が
、
金
札
流
適
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
事

情
を
述
べ
て
い
る
。
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二
、
し
か
し
な
が
ら
、
米
穀
取
引
に
関
し
て
は
、
八
王
子
そ
の
他
の
各
商
品
市
場
と
、
米
穀
供
給
地
、
川
越
、
前
橋
、
松
山
等
旧

藩
領
地
と
の
間
に
お
い
て
は
、
金
札
は
共
通
価
値
単
位
と
な
ら
ず
、
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
三
、
横
浜
の
外
国
商
社
と
の
間
に
行
わ
れ
る
唐
糸
取
引
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
側
に
お
い
て
金
札
に
貨
幣
的
職
能
を
認
め
な
い
た

め
に
、
金
札
の
流
通
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
貿
易
商
品
で
あ
る
織
物
、
生
糸
、
蚕
繭
等
も
流
通
が
停
滞
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
あ
る
。

　
こ
の
調
査
範
囲
に
つ
い
て
報
告
者
の
概
観
に
よ
る
と
、
交
通
の
要
点
、
商
品
流
通
の
中
心
的
市
場
に
お
い
て
は
、
金
札
の
流
通
が

一
応
伸
展
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
金
札
の
流
通
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
根
拠
は
、
宿
駅
、
市
場
等
の
も
つ
地
理

的
条
件
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
地
点
に
対
し
集
中
的
に
施
行
さ
れ
た
、
政
治
的
権
力
に
よ
る
金
札
強
制
流
通
政
策
の

効
果
に
よ
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
た
と
い
法
制
に
よ
っ
て
流
通
性
を
強
要
さ
れ
た
金
札
と

い
え
ど
も
、
既
成
の
商
品
流
通
機
構
の
反
撥
を
受
け
て
、
完
全
な
流
通
手
段
と
は
な
り
得
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
探
索
者
は
こ
の
現
象
の
説
明
に
も
、
政
治
的
権
力
に
よ
る
強
制
流
通
政
策
の
不
徹
底
に
、
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い

る
が
、
む
し
ろ
、
実
体
的
価
値
を
も
た
な
い
通
貨
が
、
経
済
的
交
換
の
手
段
と
し
て
の
職
能
を
完
全
に
具
現
し
得
る
条
件
は
、
法
制

に
よ
る
規
定
を
必
要
と
す
る
に
し
て
も
、
た
だ
単
に
法
律
制
度
の
み
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
現
象

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
金
札
が
限
定
的
流
通
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
現
象
の
意
味
を
、
単
に
法
制
的
形
式
的
側
面
よ

り
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
経
済
的
現
象
と
し
て
究
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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目

　
前
記
の
概
況
報
告
に
つ
づ
い
て
、
東
京
西
北
部
の
市
場
盛
場
そ
の
外
継
場
等
の
村
々
を
密
に
探
索
し
た
結
果
、
各
地
域
に
つ
い
て

金
札
流
通
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
そ
の
主
要
な
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
右
の
調
査
地
域
の
う
ち
、
神
奈
川
県
支
配
所
八
王
子
宿
は
、
地
理
的
に
甲
州
街
道
に
沿
う
最
も
中
心
的
市
場
で
あ
り
、
東
京
を
始
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め
上
州
、
甲
州
、
武
州
、
秩
父
、
横
浜
、
川
越
、
そ
の
外
諸
地
方
の
商
人
と
の
間
に
、
縞
類
、
太
物
、
生
糸
、
蚕
繭
、
米
穀
そ
の
他

各
種
の
商
品
の
売
買
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
金
札
正
金
の
平
価
通
則
の
布
告
以
来
、
絶
え
ず
神
奈
川
県
廻
り
役
の
出
張

が
あ
り
、
金
札
流
通
に
関
し
て
厳
重
な
施
策
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
こ
の
市
場
と
東
京
と
の
取
引
多
く
、
東
京
商
人
は
す
べ
て

決
済
通
貨
に
金
札
を
使
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
金
札
流
通
に
何
等
の
支
障
を
も
見
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
米
穀
取
引
に
つ
い
て
は
、
金
札
は
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
を
認
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
米
穀
供
給
地

は
主
と
し
て
日
野
宿
組
合
村
々
、
稲
毛
領
村
々
約
十
八
ケ
村
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
は
、
金
札
に
対
す
る
一
般
的
信
認
が

十
分
に
確
立
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
米
穀
の
流
通
を
阻
害
し
て
い
る
。
商
人
間
取
引
に
お
い
て
金
札
に
よ
る
売
買
を
行
う
場

合
、
壱
割
五
分
高
位
の
仕
切
値
段
す
ら
建
て
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
と
、
報
告
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
金
札
の
流
通
が
強

制
さ
れ
る
場
合
、
物
価
水
準
の
騰
貴
を
来
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
が
、
ま
た
商
品
の
流
通
を
攪
乱
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
同
所
市
日
毎
、
山
方
其
外
在
々
よ
り
、
生
糸
弁
縞
反
物
る
い
其
外
蚕
繭
等
右
市
場
え
持
出
候
も
の
共
、
坪
方
と
唱
、
手
織
手

　
造
の
品
銘
々
持
参
り
売
捌
候
儀
に
付
、
是
以
兎
角
に
金
札
を
嫌
ひ
、
正
金
取
引
而
己
を
相
好
候
得
共
、
厳
重
の
御
取
締
も
有
之
に

　
付
、
敢
而
不
承
知
申
張
候
も
の
も
無
之
、
多
く
は
金
札
と
正
金
と
半
々
位
の
取
引
に
相
成
、
商
人
共
丈
け
は
、
猶
更
無
滞
通
用
い

　
た
し
、
釣
金
銭
等
正
金
銭
に
て
相
渡
、
都
て
右
宿
方
丈
け
は
聊
通
用
方
差
滞
不
申
、
乍
去
山
方
辺
の
も
の
共
に
至
り
て
は
、
兎
角

　
に
前
審
の
通
の
一
般
風
儀
の
趣
に
相
聞
、
弥
金
札
通
用
方
相
開
け
候
上
は
、
品
物
値
段
は
自
然
引
上
り
可
申
と
申
風
聞
に
御
座

　
候
」

　
東
京
、
八
王
子
の
両
商
品
市
場
の
間
に
お
い
て
は
、
金
札
は
商
品
流
通
に
対
応
す
る
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
を
認
め
ら
れ
て
は
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い
る
が
、
八
王
子
と
そ
の
周
辺
の
米
穀
供
給
地
域
と
の
間
に
お
い
て
は
、
共
通
の
価
値
単
位
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
価
格
体
系
を
統
一

す
る
要
件
を
欠
く
た
め
に
、
二
つ
の
経
済
社
会
が
経
済
的
関
連
を
失
う
形
態
を
現
わ
し
て
い
る
。
政
府
造
出
の
貨
幣
が
、
一
般
的
交

換
手
段
と
し
て
商
品
流
通
体
系
を
支
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
却
っ
て
政
府
紙
幣
が
商
品
流
通
秩
序
を
破
壊
し
て
、
経
済
活
動

を
萎
縮
せ
し
め
る
結
果
を
招
く
に
至
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
経
済
秩
序
を
構
成
し
て
い
た
貨
幣
に
対
し
て
、
種
類
を
異
に
す
る
表
券
的
貨
幣
が
、
政
治
的
権
力
に
よ
っ
て

流
通
を
強
要
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
貨
幣
が
、
経
済
社
会
に
お
い
て
限
定
的
不
完
全
流
通
性
の
み
を
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
場

合
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
貨
幣
が
商
品
流
通
の
体
系
を
構
成
す
る
一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
を
も
つ
た
め
に

は
、
そ
の
よ
う
な
職
能
を
果
し
得
る
も
の
と
し
て
、
経
済
社
会
か
ら
一
般
的
信
認
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
青
梅
町
の
南
部
に
あ
る
五
日
市
村
、
お
よ
び
北
部
に
位
す
る
直
竹
村
の
両
村
も
、
黒
ハ
丈
、
木
綿
縞
、
米
穀
、
木
炭
等
を
取
引
す

る
市
場
で
は
あ
る
が
、
山
中
辺
土
の
場
所
で
あ
る
た
め
、
金
札
流
通
の
途
は
殆
ん
ど
開
か
れ
て
い
な
い
。
殊
に
五
日
市
村
を
支
配
す

る
韮
山
県
お
よ
び
直
竹
村
を
支
配
す
る
一
橋
領
に
お
い
て
、
金
札
流
通
政
策
を
講
じ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
金
札
は
。

　
　
　
「
自
ら
不
融
通
に
て
市
日
は
相
定
り
居
候
得
共
、
当
節
は
至
て
不
景
気
の
趣
に
御
座
候
、
勿
論
商
人
共
丈
ケ
は
金
礼
通
用
方
差

　
拒
候
者
も
無
之
由
、
併
右
に
付
て
は
自
然
内
実
品
も
の
直
段
は
少
々
づ
つ
引
上
り
候
由
」

　
と
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
理
的
条
件
と
、
政
治
的
支
配
力
の
不
徹
底
の
結
果
、
金
札
流
通
が
十
分
で
な
い
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
輸
入
商
品
で
あ
る
唐
糸
の
取
引
市
場
と
し
て
の
青
梅
町
は
、
他
の
市
場
と
異
り
、
横
浜
と
の
商
品
流

通
関
係
の
影
響
に
よ
っ
て
、
金
札
は
流
通
手
段
と
な
り
得
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
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「
青
梅
町
の
儀
は
相
応
の
市
場
に
て
、
市
日
に
は
重
も
立
候
商
人
共
は
、
唐
糸
売
買
凡
壱
人
に
て
金
千
両
位
迄
の
商
内
は
い
た
し

　
侯
由
、
当
所
の
儀
は
唐
糸
而
已
を
以
織
立
候
木
綿
縞
を
多
く
売
買
い
た
し
、
坪
方
と
唱
候
山
方
村
々
迚
も
同
様
に
て
、
銘
々
手
織

　
の
右
反
物
を
持
出
し
、
売
渡
代
金
受
取
候
上
、
又
候
当
市
場
に
て
唐
糸
を
仕
込
持
帰
り
、
次
の
市
日
迄
に
織
上
げ
持
出
し
売
買
致

　
候
営
方
の
処
、
当
節
金
札
通
用
方
被
仰
出
は
有
之
候
得
共
、
横
浜
表
外
国
人
金
札
取
引
は
相
拒
候
故
、
同
所
問
屋
共
は
勿
論
、
東

　
京
市
中
問
屋
共
も
同
様
、
金
札
に
て
唐
糸
売
波
方
差
拒
候
由
に
て
、
最
寄
糸
問
屋
共
に
至
迄
も
同
様
の
趣
意
を
以
相
断
、
商
人
共

　
一
同
唐
糸
売
買
相
休
、
市
日
迚
も
重
立
候
商
人
共
、
漸
申
訳
迄
に
三
箇
四
箇
位
の
唐
糸
売
捌
候
迄
故
、
織
元
に
て
相
用
い
候
唐
糸

　
買
入
方
必
至
と
差
支
、
坪
方
の
も
の
共
に
至
迄
も
渡
世
出
来
兼
候
仕
儀
に
付
、
是
迚
も
金
札
取
引
の
儀
は
何
分
に
も
迷
惑
申
聞
、

　
金
札
融
遠
方
兎
角
と
差
交
候
趣
に
御
座
候
」

　
横
浜
に
お
け
る
貿
易
取
引
の
決
済
通
貨
は
、
も
っ
ぱ
ら
外
国
貨
幣
で
あ
る
洋
銀
で
あ
っ
て
、
外
国
商
人
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
政

府
紙
幣
で
あ
る
金
札
の
流
通
を
強
要
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
国
内
市
場
に
お
い
て
は
外
国
貨
幣
で
あ
る
洋
銀
に
対
す
る

信
認
は
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
貿
易
商
品
の
流
通
体
系
に
お
い
て
、
金
札
が
交
換
手
段
と
し
て
流
通
性
を
獲
得
す
る
こ

と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
横
浜
糸
問
屋
が
金
札
に
よ
る
取
引
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
同
じ
商
品
流
通
体
系
の
中

に
あ
る
東
京
糸
問
屋
、
さ
ら
に
青
梅
附
近
の
在
方
糸
問
屋
に
ま
で
波
及
し
て
、
唐
糸
取
引
を
殆
ん
ど
杜
絶
状
態
に
陥
ら
し
め
、
材
料

不
足
に
よ
り
織
物
生
産
さ
え
も
停
滞
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
韮
山
県
支
配
所
で
あ
る
青
梅
町
、
あ
る
い
は
黒
沢
村
の
商
人
間
に

お
い
て
は
、
金
札
壱
両
が
銀
四
十
五
匁
位
、
ま
た
は
金
札
拾
両
が
金
八
両
乃
至
九
両
の
相
場
で
、
売
買
さ
れ
て
い
る
例
の
あ
る
こ
と

を
探
索
者
は
報
告
し
て
い
る
。

　
ま
た
品
川
県
支
配
所
で
あ
る
飯
能
村
は
、
金
札
流
通
に
関
し
て
厳
重
な
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
所
で
は
あ
る
が
、
こ
の
市
場
に
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お
い
て
も
、
横
浜
と
唐
糸
取
引
の
関
係
が
あ
り
、
青
梅
町
と
同
様
唐
糸
商
人
は
、

　
　
　
「
横
浜
表
仕
入
方
金
札
に
て
は
差
支
候
趣
を
以
、
当
節
の
市
日
に
は
纔
の
糸
荷
売
捌
、
其
上
金
札
不
融
通
に
付
、
坪
方
と
唱
候

　
も
の
共
市
日
反
物
類
等
持
出
候
て
も
織
糸
仕
入
方
出
来
兼
、
無
余
義
稀
に
は
品
物
持
帰
り
候
も
の
杯
も
有
之
由
、
尤
敢
て
通
用
方

　
差
滞
候
と
申
儀
に
は
無
之
候
得
共
、
金
札
取
引
に
て
は
内
実
壱
割
位
も
直
段
引
上
げ
、
其
上
金
札
迚
も
少
札
少
く
候
故
釣
金
銭
迄

　
も
差
支
勝
に
付
、
自
ら
市
場
取
引
不
融
通
に
て
不
繁
昌
の
由
に
相
聞
へ
候
、
尤
当
所
の
儀
は
唐
糸
仕
込
は
横
浜
表
に
限
、
東
京
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
４
）

　
屋
共
よ
り
取
引
は
不
致
候
間
、
横
浜
表
金
札
相
開
け
不
申
候
て
は
悉
差
支
候
由
」

と
、
輸
入
商
品
の
流
通
が
、
金
札
に
対
す
る
不
信
認
に
よ
っ
て
混
乱
を
来
し
、
そ
の
混
乱
が
波
及
的
効
果
を
も
っ
て
広
範
囲
に
経
済

活
動
を
衰
退
せ
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
、
青
梅
市
場
の
場
合
と
異
ら
な
い
事
情
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
品
川
県
支
配
所

で
あ
る
扇
町
谷
村
、
所
沢
村
等
に
お
け
る
唐
糸
問
屋
も
「
渡
世
休
同
様
」
で
あ
る
こ
と
の
報
告
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
つ
い
て
の

調
査
の
項
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
制
上
形
式
的
に
造
出
さ
れ
た
貨
幣
が
、
一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
社
会
的
信
認
を
受
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
社
会
に
お
い
て
は
、
貨
幣
が
積
極
的
要
因
と
し
て
経
済
秩
序
の
崩
壊
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
事

例
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
米
穀
流
通
の
関
係
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
飯
能
村
、
所
沢
村
等
は
、
品
川
県
支
配
所
で
あ
る
た
め
、
金
札
流
通

に
つ
い
て
の
布
達
、
取
締
は
厳
重
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
米
穀
の
供
給
地
は
前
橋
領
、
川
越
領
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
領
主
は
金
札
通

用
に
つ
い
て
積
極
的
政
策
を
講
じ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
金
札
は
米
穀
取
引
に
対
し
て
完
全
な
る
交
換
手
段
と
し

て
機
能
す
る
に
至
ら
ず
、
米
穀
流
通
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
「
飯
他
村
え
附
出
し
候
米
穀
の
儀
は
、
前
橋
領
川
越
等
重
も
の
処
、
別
て
前
橋
頭
は
猶
更
の
儀
、
川
越
領
迚
も
、
金
札
通
用
方
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の
儀
一
応
の
触
達
は
有
之
候
得
共
、
別
段
の
取
締
諸
世
話
等
一
向
に
加
之
、
右
両
城
下
洋
綴
内
村
々
よ
り
米
穀
附
送
り
来
り
候
荷

　
主
共
金
札
取
引
相
拒
候
故
、
甚
以
差
支
候
趣
の
風
聞
に
御
座
候
、
既
に
前
橋
綴
の
儀
は
、
同
所
領
主
蔵
米
払
代
金
等
も
金
札
に
て

　
は
相
納
り
兼
候
旨
、
右
払
米
取
扱
候
蔵
師
と
唱
候
も
の
共
よ
り
も
断
有
之
由
に
相
聞
へ
候
程
の
次
第
故
、
就
中
前
橋
頭
と
は
金
札

　
取
引
差
支
候
趣
に
御
座
候
」

　
ま
た
扇
町
谷
村
の
事
情
も
異
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
「
当
所
市
場
の
儀
は
重
も
に
米
穀
類
に
て
、
右
は
川
越
松
山
辺
よ
り
附
送
り
来
候
処
、
是
又
前
古
の
通
右
領
主
に
て
陸
々
金
札
通

　
用
方
諸
世
話
無
之
に
付
、
無
拠
半
金
正
金
跡
半
金
の
分
札
に
て
漸
取
引
い
た
し
居
候
由
、
尤
札
に
て
は
内
実
式
割
高
位
の
相
場
に

　
無
之
候
て
は
取
引
出
来
兼
候
由
、
既
に
当
所
米
穀
渡
世
の
も
の
共
川
越
表
問
屋
共
と
は
多
分
の
取
引
に
付
、
自
然
右
引
残
り
代
金

　
滞
等
も
有
之
処
、
先
前
滞
の
分
は
是
非
共
正
金
に
て
相
渡
可
申
、
金
札
に
て
は
迷
惑
の
旨
、
此
節
断
有
之
候
程
の
次
第
の
由
に
相

　
　
　
　
　
（
註
６
）

　
聞
へ
申
候
」

　
右
の
飯
能
、
扇
町
谷
の
両
市
場
に
対
比
し
て
、
所
沢
村
は
八
王
子
宿
に
次
ぐ
大
市
場
で
あ
り
、
両
村
と
同
じ
く
、
品
川
県
の
出
役

廻
村
し
て
金
札
流
通
策
を
強
行
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
米
穀
取
引
に
関
し
て
は
、
そ
の
供
給
地
域
が
川
越
領
、
前
橋

領
で
あ
る
た
め
、
供
給
地
域
と
集
散
市
場
と
の
間
に
、
金
札
に
よ
る
価
格
体
系
の
統
一
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
金
札
の
流
通
性
は
依
然
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
米
穀
供
給
の
村
々

は
、
川
越
領
の
久
下
戸
村
、
今
泉
村
、
勝
瀬
村
、
福
岡
村
、
前
橋
領
の
水
子
村
、
宗
岡
村
等
で
あ
る
が
、

　
　
「
右
村
々
よ
り
重
も
に
米
穀
附
来
候
処
、
右
両
領
主
共
染
て
金
札
通
用
方
諸
世
話
等
も
加
之
候
故
、
金
札
取
引
難
渋
申
聞
悉
手
交

　
候
処
、
川
越
領
の
儀
は
城
下
え
金
壱
両
の
金
札
を
金
壱
分
会
壱
朱
の
小
札
と
引
替
候
会
所
を
取
往
相
成
候
故
、
其
以
来
は
金
札
取
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引
差
滞
方
薄
ら
き
候
由
、
前
橋
領
の
儀
は
前
条
の
通
、
蔵
米
払
代
金
迚
も
金
札
に
て
は
納
方
出
来
兼
候
程
の
次
第
故
、
何
分
今
迄

　
金
札
取
引
相
拒
候
由
に
御
座
候
」

と
、
金
札
が
い
ま
だ
十
分
に
統
一
的
価
格
体
系
を
成
立
せ
し
め
る
だ
け
の
信
認
を
確
保
し
て
い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
所
沢
市
場
の
金
札
流
通
は
、
他
の
市
場
に
比
較
し
て
稍
良
好
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
完
全
な
流
通
性
を
保

持
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
明
治
二
年
五
月
二
十
八
日
の
市
日
の
実
情
を
見
る
と
、

　
「
米
壱
駅
に
付
金
札
弐
両
位
取
交
、
其
余
は
正
金
に
て
相
渡
、
雑
穀
は
壱
駄
に
は
金
札
壱
両
位
取
交
、
是
以
相
渡
候
由
、
尤
受
取

　
人
の
心
得
に
寄
成
丈
け
金
札
を
余
分
に
相
渡
候
由
、
木
綿
縞
は
専
ら
金
札
に
て
取
引
い
た
し
候
得
共
、
東
京
始
当
最
寄
一
般
に
正

　
金
よ
り
壱
割
位
引
上
り
、
繭
は
当
所
問
屋
共
方
に
て
是
以
専
ら
金
札
正
金
の
無
差
別
通
用
為
致
候
得
共
、
多
く
は
女
子
共
特
出
候

　
荷
物
に
付
、
中
に
は
金
札
を
嫌
ひ
持
帰
り
候
も
の
も
有
之
候
間
、
金
札
は
平
均
五
分
通
位
の
通
用
の
由
に
相
聞
」

と
あ
る
よ
う
に
、
金
札
の
流
通
性
は
十
分
に
拡
大
す
る
に
至
ら
ず
、
そ
の
購
買
力
に
対
す
る
信
認
も
ま
た
不
十
分
で
あ
っ
て
、
一
割

ほ
ど
の
減
価
を
示
し
、
物
価
の
漸
騰
が
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
次
い
で
、
甲
州
街
道
筋
の
市
場
宿
場
等
、
す
な
わ
ち
田
無
村
市
場
、
有
田
五
宿
、
府
中
宿
、
日
野
宿
等
、
あ
る
い
は
中
野
村
、
淀

橋
町
、
成
子
町
、
角
筈
村
、
幡
ケ
谷
村
、
佐
々
木
村
、
内
藤
新
宿
等
を
見
る
と
、
何
れ
も
東
京
に
近
接
す
る
土
地
で
あ
る
た
め
、
金

札
を
交
換
手
段
と
す
る
取
引
は
支
障
な
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
購
買
力
は
正
貨
に
対
し
て
一
割
乃

至
二
割
低
下
し
て
お
り
、
明
治
政
府
に
よ
る
正
貨
金
札
の
半
価
流
通
の
原
則
が
、
経
済
社
会
に
お
い
て
は
い
ま
だ
承
認
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
田
無
村
市
場
に
お
い
て
は
、

　
「
平
日
は
都
て
東
京
市
中
に
準
、
取
引
い
た
し
居
候
場
所
柄
の
儀
故
、
金
礼
遇
用
方
差
滞
無
之
、
乍
去
品
物
代
金
、
内
実
商
人
共
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取
引
、
金
札
に
て
は
壱
割
弐
割
位
引
上
り
候
哉
の
趣
に
相
聞
申
候
」

と
あ
り
、
ま
た
中
野
村
、
淀
橋
町
其
他
の
東
京
接
続
場
所
に
お
い
て
も
、
玄
米
取
引
に
関
し
て
は
、

　
「
金
札
通
用
厳
重
被
仰
出
候
以
来
、
兎
角
右
問
屋
共
方
に
て
品
物
払
底
の
趣
に
て
、
漸
春
米
屋
共
え
其
日
々
々
の
売
米
粒
を
売
渡

　
甚
以
不
融
通
、
右
は
全
金
札
取
引
を
迷
惑
に
存
、
荷
品
売
買
控
目
に
取
斗
候
体
に
相
見
へ
申
候
、
併
問
屋
共
方
に
て
も
上
方
仕
入

　
下
り
米
と
唱
候
分
は
、
金
札
直
段
弐
割
形
も
相
違
い
た
し
居
候
と
申
風
聞
故
、
自
然
右
様
改
行
候
儀
に
も
可
有
之
、
正
金
に
て
は

　
夫
と
な
く
聊
づ
つ
は
相
場
直
安
に
仕
切
荷
物
も
相
送
候
趣
、
山
方
附
出
し
米
油
も
右
の
振
合
に
て
、
金
札
に
て
は
自
然
内
実
相
場

　
並
よ
り
何
程
歟
少
々
割
合
を
相
増
不
申
候
て
は
仕
入
方
出
来
不
申
由
、
其
余
何
品
に
不
依
右
場
所
而
已
に
無
之
、
何
れ
に
て
も
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
0
）

　
節
聊
づ
つ
は
直
段
引
上
り
候
と
申
趣
に
相
聞
申
候
」

と
、
広
く
各
市
場
に
お
い
て
金
札
購
買
力
に
対
す
る
社
会
的
信
認
が
、
正
貨
に
及
ば
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
商
品
流
通
を
阻
害

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
情
勢
は
、
東
京
市
中
に
お
い
て
も
例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、

　
　
「
内
実
商
人
同
士
の
取
引
、
金
札
に
て
は
何
品
に
不
依
密
に
割
合
相
違
い
た
し
候
故
に
相
聞
、
風
聞
迄
に
は
御
座
埃
得
共
既
に
符

　
牒
を
仏
歟
神
歟
と
相
唱
、
仏
と
申
は
正
金
、
神
と
申
は
金
札
の
趣
」

と
、
金
札
、
正
貨
の
平
価
流
通
は
、
東
京
市
中
に
お
い
て
す
ら
実
行
困
難
で
あ
り
、
金
札
の
強
制
流
通
策
は
価
値
尺
度
を
二
元
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
2
）

ら
し
め
る
結
果
と
な
り
、
価
格
体
系
の
混
乱
、
経
済
流
通
の
停
滞
を
招
く
に
至
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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固

　
右
に
検
討
し
て
来
た
甲
州
街
道
、
青
梅
街
道
の
各
宿
駅
、
市
場
と
、
そ
の
周
辺
に
お
け
る
金
札
流
通
状
況
に
つ
い
て
の
探
索
の
結

果
に
よ
れ
ば
、
明
治
政
府
発
行
の
表
券
的
名
目
的
通
貨
で
あ
る
太
政
官
札
、
す
な
わ
ち
金
札
の
流
通
範
囲
は
地
域
的
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
商
品
流
通
の
体
系
に
よ
っ
て
は
、
完
全
な
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
を
認
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　
こ
の
事
実
は
、
貨
幣
は
国
家
法
制
の
創
造
物
で
あ
り
、
国
家
の
布
告
に
よ
っ
て
流
通
す
る
表
券
的
支
払
手
段
で
あ
る
と
主
張
す
る

国
家
的
学
説
が
、
貨
幣
流
通
の
原
理
を
説
き
っ
く
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
金

札
の
流
通
性
が
地
域
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
形
式
的
に
見
れ
ば
政
治
的
権
力
の
浸
透
度
如
何
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
旧
幕
府
直
轄
地
の
品
川
県
、
神
奈
川
県
支
配
所
と
な
っ
た
市
場
に
お
い
て
は
、
明
治
政
府
の
布
告
の
力
に
よ
っ
て

金
札
の
流
通
性
は
形
式
的
に
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
市
場
に
お
い
て
す
ら
、
実
質
的
に
は
金
札
の
購
買
力
は
、
そ
の
名
目
価
値
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な

く
、
正
貨
に
対
し
て
一
割
乃
至
二
割
の
下
落
を
全
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
が
国
の
主
要
産
物
で
あ
る
米
穀
、

あ
る
い
は
輸
入
商
品
で
あ
る
唐
糸
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
原
料
と
す
る
織
物
類
の
流
通
体
系
に
お
い
て
は
、
金
札
は
交
換
手
段
と
し
て

機
能
し
得
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
国
家
法
制
の
権
力
の
み
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
経
済
流
通
組
織
を
構
成
す
る
各
個
別
商
品
市
場

に
、
共
通
の
価
値
単
位
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
商
品
市
場
に
お
い

て
金
札
が
交
換
手
段
と
し
て
職
能
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
商
品
市
場
に
お
い
て
は
通
貨
の
職
能
を
果
す
こ
と
が
な
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い
結
果
、
両
市
場
間
の
商
品
流
通
を
支
え
る
共
通
の
価
値
尺
度
と
な
り
得
ず
、
国
家
法
制
の
創
造
物
で
あ
る
金
札
が
、
か
え
っ
て
商

品
流
通
体
系
を
破
壊
す
る
要
因
と
な
る
事
実
が
、
探
索
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
家
の
法
律
制
度
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
貨
幣
の
創
造
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
経
済
社
会
が
一
般
的
価
値
単
位

と
し
て
の
信
認
を
附
与
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
完
全
に
経
済
的
職
能
を
つ
く
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

金
札
流
通
の
実
態
に
関
す
る
調
査
は
、
貨
幣
国
定
説
が
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
、
そ
の
一
面
を
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
説
に
対
す
る
適
切
な
批
判
の
根
拠
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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